
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災道路として整備された道路 

防災まちづくりの会との意見交換会 

大田区によるまちの解説 

第２２号 【平成２６年８月】 

４ １ 

堀切地区のまちづくりについて、区ホームページでご紹介しています。 

トップページ→くらしのガイド→（まちづくり）→地域街づくり→橋梁架け替えをきっかけとした街づくり→堀切地区のまちづくり 

 

 

 

 

 

 

～堀切地区のまちづくりに関する問い合わせは、下記にお願い致します～ 

  堀切地区まちづくり推進協議会 事務局 
葛飾区 都市整備部 街づくり推進課（半田、石田、丸山） 

代表 03-3695-1111（内線 2508） 

直通 03-5654-8391 

 

堀切地区まちづくり推進協議会とは 

 

 

 

 
 

  京成本線荒川橋梁架替事業の発表を契機として、堀切地区全体のまちづくりを住民主体で考えるため、平
成 18 年度に協議会が発足しました。メンバーは、地元町会、商店街、住民有志で構成されており、「誰も
が、堀切の魅力を楽しみ、住み続けられるまちづくり」を合言葉として活動に取り組んでいます。 

はじめてお読み下さる方へ 

 

２・３ページにて、 
二丁目周辺地区・四丁目地区検討会でのこれまでの協議で 

確認された整備計画素案の方針についてご紹介します！ 

 

堀切二丁目周辺地区検討グループ 

『第７回 検討会』 

【日時】８月２２日（金）  

午後７時～ 

【内容】 

整備計画素案まとめその② 
 

 

 

堀切四丁目地区検討グループ 

『第１０回 検討会』  

【日時】８月２１日（木）  

午後７時～ 

【内容】 

整備計画素案まとめその② 
 

 

長年、取り組みを積み重ねてきた堀切地区のまちづくりの実現

を目指し、堀切二丁目周辺地区、堀切四丁目地区のまちづくり事

業・地区計画導入に向けた検討が最終段階に入っています。 

 

まちづくり事業・地区計画の整備計画（素案）をまとめる 

堀切二丁目周辺・四丁目地区の 
「最後の検討会」を開催します！ 

２・３ページを

ご覧ください！ 

平成 27年 4月からの「事業開始」に向け、計画作成を進めています。 

【会場】堀切地区センター 

２階 第一会議室  
京成 堀切菖蒲園駅 下車徒歩１分 

駐車場はございません。公共交通機関をご利用ください。 

至 上野 

8月の堀切二丁目周辺地区・四丁目地区検討会は、  

「整備計画素案 (検討会案)まとめ」に向けた「最後の検討会」になります。 

皆さまのご意見を計画に活かすためにも、ぜひご参加ください！ 

完成した「堀切地区の活性化まちづくりに向けた提案」を 

区へ提出しました！ 

 

１ 堀切らしい魅力を活かした歩いて楽しい、歩きやすい回遊性のあるまち 

２ 今ある堀切の景観やまちなみを演出し、より魅力あるまちに 

３ 賑わいや安らぎを生む人々が集える場所のあるまちに 

４ 誰もが安全に、安心して、歩きやすいまちに 

５ 賑わいのある商店街のあるまちに 

○葛飾区では、今後のまちづくり事業などの取り組みに提案内容を活かしていきます！ 

○協議会では、今後の堀切地区の活性化まちづくりに向けて、提案を基に活動をつづけます！ 

 

まちづくり事業・地区計画の導入の検討をきっかけに、堀切地区全域を考え、将来の堀切がより魅力的

で、安心して暮らしやすいまちとなるように、今後の活性化まちづくりに向けた取り組みのためのアイ

ディアや方法を検討しました。提案は、平成 22年に策定した堀切地区まちづくり構想を基にし、まち

あるきなどで情報を集め、とりまとめたものを葛飾区へ提出しました。 提案の内容は以下の通りです。 

提案の内容 

第１３回堀切地区まちづくり推進協議会を開催しました！ 

【葛飾区より】 

①堀切地区のまちづくりの進捗について報告がありました 

・現在検討が進められているまちづくり事業・地区計画の導入について、なぜその取組みが必要なの

か、どのように地域の課題を解決していくか、どのようなスケジュールで進めていくかについて再

確認を行いました。 

②堀切地区内で計画されている公園整備について報告がありました 

・堀切菖蒲園の拡張整備 
堀切菖蒲園の一部を拡張し、バリアフリー工事をするための基本設計が予定されています。 

・（仮称）堀切二丁目第二公園の整備 
ラッキー通り商店街内の堀切二丁目３８番１０号にある敷地を公園として整備する予定です。 

公園の計画づくりに向けて、区民参加の検討会を開催する予定です。 
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地区の取組方針図（案） 

●道路整備に関する計画案（たたき台） 

現在、堀切二丁目周辺地区・四丁目地区検討会では、下記の整備計画案（たたき台）を検討しています 

●建替えのルールに関する計画案（たたき台） 

8月 21・22日 9月～１０月 

二丁目周辺・四丁目 

【最終回】地区検討会 

【整備計画素案まとめ】 

葛飾区による 

整備計画素案 

説明会①開催 

１１月～１２月 

葛飾区による 

整備計画素案（修正案） 

説明会②開催 

H27 年 3 月 

 

H27 年 4 月
～ 

 

整備計画承認 

事業開始 

8月の検討会の開催以降は、検討会の案をもとに葛飾区による整備計画素案説明会を開催します。 

葛飾区による整備計画素案説明会①開催後に、まちづくり事業・地区計画の導入に関するアンケー

トを実施し、頂いたご意見を踏まえ、整備計画素案（修正案）説明会②を開催します。 

検討会へのご参加と併せて、アンケートへのご協力もお願いいたします。 

 
 

今後の 

予定 

 

整備計画素案
に関する 

アンケート実施 

二丁目周辺地区の道路整備の考え方 

「堀切小学校を中心とした環状道路を整備」する
ことで、 
 
 
 
を行い、災害時の消防活動・避難行動が円滑に行
える防災道路ネットワークを形成する。 

※消防活動困難区域とは 
⇒道路の幅員が狭く（6ｍ未満）、消防車が地区内に進入しにくい
地域を指します。 

四丁目地区の道路整備の考え方 

京成本線荒川橋梁架替事業と連携して、 
 
 
 
 
 
 
を選定し、災害時の消防活動・避難行動が円滑に
行える防災道路ネットワークを形成する。 

堀切四丁目地区 

建替えルール
の項目 

ルール（たたき台）の 
内容 

二丁目周辺地区 
検討会でのご意見 

四丁目地区 
検討会でのご意見 

①建物の 
構造の制限 

火災が延焼しないように火災に強
い建物を増やすため、建替える場合 

準耐火以上の建物とする 

・今後の建替えの際に効果の
あるルールならばいいので
はないか 

・地区全体での構造制限が必
要 

②壁面の位置
の制限 

防災上重要な道路の沿道の建物は、
緊急車両が通行しやすいように、 

「防災道路として位置づけを行
う路線」は、道路境界線から壁面
を 50ｃｍセットバックする 

・壁面後退だけでなく、最終
的には 6ｍの道路として整
備する必要があるのではな
いか 

・対象となる路線沿道の方の
意見を聞いて判断したい 

・防災上重要な道路の幅員は
原則６ｍが望ましい 

③建物の 
用途の制限 

地域にふさわしくない用途の建物
ができないように、 

性風俗店の出店を規制する 

・性風俗店は現在のまちにも
無いため、今後も作られな
いようにしたい 

・今後も地区内に性風俗店が
出店されないようにしたい 

④敷地面積の 
最低限度 

現在よりも敷地が細分化しないよ
うに、 

敷地面積を 66㎡以上とする 
※既に66㎡未満の敷地はルールの対象外で

す。 

・地区内で 66 ㎡を下回る敷
地が多いのではないか 

・建物の再密集化を抑える目
的は理解できるが、土地を
分割できないお宅が出てく
る可能性があるのは心配だ 

⑤建物高さの 
最高限度 

― 
（葛飾区全域で高さの最高限度を設けるた
め、地区計画では定めません） 

・住宅街としての街並みが壊
れないようにしてほしい 

・過度に制限しすぎず、新た
な住民が住むマンション等
の開発が阻害されないよう
にしてほしい 

・日当たりが悪くならないよ
うにしてほしい 

⑥垣・さくの 
構造制限 

地震の際に倒壊の心配がないよう
に、 

ブロック塀を設けず、フェンス
や生け垣を設ける 
※ブロック塀を設ける場合は 3 段程度まで

とする 

・ブロック塀は無くしたほう
がいい 

・目隠しが必要な用途の建物
でもフェンスでないといけ
ないのか 

・特になし 

⑦建物の 
形態・意匠
制限 

地域の落ち着いたまちなみを維持
していくため、 

原色は使用せず、周囲と調和し
たデザインとする 

・原色は何色を指すのか ・特になし 

 

堀切菖蒲園駅 

堀切二丁目周辺地区 

道路の整備イメージ図 

６ｍの道路整備 

 

 

 

 

 

防災道路として位置づけ 

凡例 
６ｍの道路整備を行う
路線 
（まちづくり事業） 

防災道路として位置づ
けを行う路線 
（建替えのルール） 

道路整備と建物の一体
的な整備等を検討する 
エリア 

●公園・建物の整備に関する計画案（たたき台） 

二丁目周辺地区と四丁目地区の公園・建物の整備の考え方（共通） 
・公園整備は、「土地所有者の合意が得られた場所」から区が買収するなどして、防災性の向上に

効果的な用地に対して、随時進める。 

・建物整備は、「建替えが困難な区域」や「道路整備と建物の一体的な整備等を検討するエリア」

において勉強会を開催するなど、住民の皆さまと共に建替え方策などに関する検討を進める。 
・優先的に道路整備を行う路線 

・個別の建替え時の壁面後退によって 

中長期的に道路空間を確保する路線 

・消防活動困難区域※の解消 

・地区内の主要な防災道路の確保 


